
国立大学法人東京農工大学における事務組織の再編に伴う関係規則等の整理に関する規程 

 

平成２４年４月１日 

２４ 規程 第１６号 

 

国立大学法人東京農工大学における事務組織の再編に伴い、関係規則等の整理に関する

規程を次のとおり定める。 

 

第１条 役員会規程第６条中の「総務チーム」を「総務部総務課」に改める。 

第２条 経営協議会規程第７条中の「総務チーム」を「総務部総務課」に改める。 

第３条 教育研究評議会規程第６条中の「総務チーム」を「総務部総務課」に改める。 

第４条 経営協議会及び教育研究評議会合同会議規程第６条中の「総務チーム」を「総務

部総務課」に改める。 

第５条 大学評価実施規程第７条中の「計画評価チーム」を「戦略企画課計画評価室」に

改める。 

第６条 学報発行規程を、次のとおり改める。 

一 第５条第１項中の「広報・社会貢献チーム」を「総務部総務課広報室」に改める。 

二 第５条第２項中の「各チームのチームリーダー」を「各課長」に、「当該チーム」を

「当該課」に、「広報・社会貢献チームリーダー」を「総務部総務課広報室長」にそれ

ぞれ改める。 

三 第５条第３項中の「当該チーム」を「当該課」に、「広報・社会貢献チーム」を「総

務部総務課広報室」にそれぞれ改める。 

第７条 情報公開規程様式第１号から第２２号中の「担当チーム」を「担当部課」に、「農

工大広」を「農工大総」に、「チーム（  ）」を「総務部総務課（担当者名）」にそれぞ

れ改める。 

第８条 情報公開・個人情報保護委員会細則を、次のとおり改める。 

一 第３条第１項第５号中の「総括チームリーダー（総務担当）、総括チームリーダー（財

務担当）及び総括チームリーダー（学生担当）」を「学務部長、研究国際部長、総務部

長及び財務部長」に改める。 

二 第１０条中の「広報・社会貢献チーム」を「総務部総務課」に改める。 

三 別表の、情報公開審査会及び個人情報保護審査会の委員構成欄中の「総括チームリ

ーダー（総務担当）」を「総務部長」に、「総務チームリーダー」を「総務部総務課長」

に、「当該法人文書に係る事務を担当するチームリーダー」を「当該法人文書に係る事

務を担当する課若しくは室（監査室に限る。）の長又は地区事務部事務長」にそれぞれ

改め、「広報・社会貢献チームリーダー」を削る。 

第９条 情報公開取扱細則を、次のとおり改める。 



 一 第２条第２項中の「広報・社会貢献チームリーダー」を「総務部総務課長」に改め

る。 

 二 第４条第２項中の「チームリーダー」を「課若しくは室（監査室に限る。）の長又は

地区事務部事務長（以下「課長等」という。）」に改める。 

 三 第４条第３項中の「前項のチームリーダー」を「課長等」に改める。 

 四 第６条中の「チームリーダー（以下「当該チームリーダー」という。）」を「課長等

（以下「当該課長等」という。）」に改める。 

 五 第７条、第８条及び第９条中の「当該チームリーダー」を「当該課長等」に改める。 

第１０条 個人情報の保護に関する規程を、次のとおり改める。 

一 別表の個人情報ファイル簿（単票）の記載要領中の「チーム」を「部課」に改める。 

二 様式第１号から第３１号中の「チーム」を「部課」に、「広報・社会貢献チーム」を

「総務部総務課」に、「農工大広」を「農工大総」にそれぞれ改める。 

第１１条 保有個人情報管理細則を、次のとおり改める。 

 一 第４条第１項中の「各チーム」を「各課、室（監査室に限る。）及び地区事務部（以

下「課等」という。）」に、「当該チームのチームリーダー」を「当該課等の長」にそれ

ぞれ改める。 

 二 第４条第２項、第５条第１項から第３項まで及び第７条第３項中の「チーム」を「課

等」に改める。 

第１２条 第１２条 プライバシーポリシーに関する規程別表１中の「（人事チーム）」を

「（総務部人事労務課）」に、「（総務チーム・学務チーム・留学交流推進チーム・環境安

全・衛生管理チーム）」を「（総務部総務課・学務部学生総合支援課・研究国際部国際交

流課・環境安全管理センター）」に、「学術情報チーム」を「研究国際部学術情報課」に、

「府中地区総務チーム」を「府中地区事務部総務室」に、「大学院連合農学研究科（府中

地区総務チーム）」を「大学院連合農学研究科（府中地区事務部（連合農学研究科担当））」

に、「ＦＳセンター（府中地区総務チーム）」を「ＦＳセンター（府中地区事務部（ＦＳ

センター担当）」に、「小金井地区総務チーム」を「小金井地区事務部総務室」に、「小金

井地区総務チーム（ＢＡＳＥ担当）」を「小金井地区事務部（ＢＡＳＥ担当）」に、「財務

企画チーム」を「財務部財務課」に、「資産管理チーム」を「財務部経理調達課」に、「府

中地区会計チーム」を「府中地区事務部会計室」に、「小金井地区会計チーム」を「小金

井地区事務部会計室」に、「研究支援・産学連携チーム」を「研究国際部研究支援課」に、

「国際事業推進チーム」を「研究国際部国際交流課」に、「広報・社会貢献チーム」を「総

務部総務課広報室」に、「学務チーム」を「学務部学生総合支援課」に、「府中地区学生

サポートセンターチーム」を「府中地区事務部学生支援室」に、「小金井地区学生サポー

トセンターチーム」を「小金井地区事務部学生支援室」にそれぞれ改める。 

第１３条 情報システム管理規程第３条第２項中の「学術情報チーム」を「研究国際部学

術情報課」に改める。 



第１４条 公益通報者の保護に関する規程第２条第４項中の「総括本部長」を「事務局長」

に改める。 

第１５条 全学自己点検・評価小委員会細則第８条中の「計画評価チーム」を「戦略企画

課計画評価室」に改める。 

第１６条 研究倫理委員会細則を、次のとおり改める。 

 一 第３条第１項第６号中の「研究支援・産学連携チームリーダー」を「研究国際部研

究支援課長」に改める。 

 二 第１０条中の「研究支援・産学連携チーム」を「研究国際部研究支援課」に改める。 

第１７条 国際交流委員会細則を、次のとおり改める。 

 一 第３条第１項第７号中の「総括チームリーダー（総務担当）及び総括チームリーダ

ー（学生担当）」を「学務部長及び研究国際部長」に改める。 

 二 第１１条中の「国際事業推進チーム」を「研究国際部国際交流課」に改める。 

 三 別表中の「留学交流推進チームリーダー」を「研究国際部国際交流課長」に改める。 

第１８条 大学情報委員会細則を、次のとおり改める。 

一 第３条第１項第１０号中の「総括本部長」を「研究国際部長」に改める。 

二 第３条第１項第１１号中の「学術情報チームリーダー」を「研究国際部学術情報課

長」に改める。 

三 第３条第１項第１２号中の「計画評価チームリーダー」を「戦略企画課計画評価室

長」に改める。 

 四 第９条中の「学術情報チーム」を「研究国際部学術情報課」に改める。 

第１９条 環境・安全衛生委員会細則を、次のとおり改める。 

 一 第３条第１項第１０号中の「キャンパス整備チームリーダー」を「財務部施設整備

課長」に改める。 

 二 第１１条中の「チーム等」を「課等」に改める。 

 三 別表中の「総括チームリーダー（総務・財務・学生担当）３人」を「学務部長、研

究国際部長、総務部長及び財務部長」に、「総務チームリーダー、財務企画チームリー

ダー、キャンパス整備チームリーダー」を「総務部総務課長、財務部財務課長、財務

部施設整備課長」にそれぞれ改める。 

第２０条 施設整備委員会細則を、次のとおり改める。 

 一 第３条第１項第６号中の「キャンパス整備チームリーダー」を「財務部施設整備課

長」に改める。 

 二 第９条中の「キャンパス整備チーム」を「財務部施設整備課」に改める。 

第２１条 学生表彰規程第５条中の「学生支援チーム」を「学務部学生総合支援課」に改

める。 

第２２条 学寮規程第１２条第１項、第１２条の２第２項及び第１３条第２項中の「資産

管理チーム」を「財務部経理調達課」に改める。 



第２３条 公開講座規程第１０条中の「広報・社会貢献チーム」を「総務部総務課広報室」

に改める。 

第２４条 科学技術短期留学プログラム実施細則第１９条中の「留学交流推進チーム」を

「研究国際部国際交流課」に改める。 

第２５条 国際交流会館規程第１６条中の「国際交流推進チーム」を「研究国際部国際交

流課」に改める。 

第２６条 大学院における第一種奨学金の返還免除候補者の推薦に関する規程第９条中の

「学生支援チーム」を「学務部学生総合支援課」に改める。 

第２７条 学生懲戒委員会規程第１０条中の「学生支援チーム」を「学務部学生総合支援

課」に改める。 

第２８条 職員採用・昇任規程第４条第３項中の「人事チーム」を「総務部人事労務課」

に改める。 

第２９条 管理職手当支給細則第２条の表中の「総括本部長」を「事務局長」に改める。 

第３０条 営利企業役員等兼業審査委員会細則を、次のとおり改める。 

 一 第４条第１項第６号中の「総括チームリーダー（総務担当）」を「総務部長」に改め

る。 

 二 第８条中の「人事チーム」を「総務部人事労務課」に改める。 

第３１条 職員苦情相談規程第６条中の「人事チーム」を「総務部人事労務課」に改める。 

第３２条 研究成果としての有体物の取扱いに関する規程を、次のとおり改める。 

一 別表中の「研究支援・産学連携 TL」を「研究国際部研究支援課長」に、「地区会計

TL」を「地区事務部事務長」にそれぞれ改める。 

 二 別表注記中の「総括本部長」を「事務局長」に改める。 

第３３条 建物等管理細則別表１中の「総括チームリーダー（財務担当）」を「財務部長」

に、「総括チームリーダー（学生担当）」を「学務部長」にそれぞれ改める。 

第３４条 旅行命令権の委任に関する細則第２条の表の受任者欄中の「総括本部長」を「事

務局長」に、「総括チームリーダー」を「部長」に、「総括チームリーダー（財務担当）」

を「財務部長」に、「総括チームリーダー（総務担当）」を「総務部長」に、「チームリー

ダー及び室長」を「課長、監査室長及び地区事務部事務長」に、同表の委任の範囲欄中

の「総括本部長」を「事務局長」に、「総括チームリーダー」を「部長」に、「チームリ

ーダー又は室長」を「課長」に、「戦略企画室長」を「戦略企画課長」に、「当該チーム

又は室」を「当該課、室又は地区事務部」に、それぞれ改める。 

第３５条 長期借入金事務取扱規程を、次のとおり改める。 

 一 第２条第１項中の「総括チームリーダー（財務担当）（以下「総括チームリーダー」

という。）」を、「財務部長」に改める。 

 二 第２条第２項から第４項まで、第３条第１項、第４条第１項、第６条第１項及び第

２項、第７条、第８条、第９条第１項から第４項まで、第１０条第１項及び第２項、



第１１条第１項及び第２項、第１２条第１項から第３項まで、第１３条第１項、第１

５条並びに第１７条中の「総括チームリーダー」を「財務部長」に改める。 

第３６条 公用自動車運行管理規程を、次のとおり改める。 

 一 第４条第１号中の「総務チーム、計画評価チーム、広報・社会貢献チーム（科学博

物館総務係を除く。) 、学術情報チーム、人事チーム、研究支援・産学連携チーム (研

究支援係等に限る。) 、国際事業推進チーム、財務企画チーム、資産管理チーム、キャ

ンパス整備チーム、学務チーム、学生支援チーム、入試チーム、監査室、戦略企画室、

大学教育センター担当室」を「監査室、戦略企画課、学務部学生総合支援課、学務部

教育企画課、学務部入試課、研究国際部研究支援課（本部地区に限る。）、研究国際部

国際交流課、研究国際部学術情報課、総務部総務課（科学博物館係を除く。）、総務部

人事労務課、財務部財務課、財務部経理調達課、財務部施設整備課」に改める。 

二 第４条第２号中の「府中地区総務チーム、府中地区会計チーム、府中地区学生サポ

ートセンターチーム」を「府中地区事務部」に改める。 

 三 第４条第３号中の「広報・社会貢献チーム(科学博物館総務係に限る。) 、研究支援・

産学連携チーム (研究業務係及び産学連携係等に限る。) 、留学交流推進チーム、小金

井地区総務チーム、小金井地区会計チーム、小金井地区学生サポートセンターチーム」

を、「研究国際部研究支援課（小金井地区に限る。）、総務部総務課（科学博物館係に限

る。）、小金井地区事務部」に改める。 

 四 第６条第１項中の「総括チームリーダー（財務担当）」を「財務部長」に改める。 

 五 第６条第２項の表中の「資産管理チームリーダー」を「財務部経理調達課長」に、「府

中地区会計チームリーダー」を「府中地区事務部事務長」に、「小金井地区会計チーム

リーダー」を「小金井地区事務部事務長」にそれぞれ改める。 

六 第１５条第２項中の「総務チームリーダー」を「総務部総務課長」に改める。 

七 別紙様式１及び３中の「チームリーダー等」を「課長等」に改める。 

第３７条 連携リング規程第１４条中の「研究支援・産学連携チーム」を「研究国際部研

究支援課」に改める。 

第３８条 寄附金受入規程第８条中の「研究支援・産学連携チーム」を「研究国際部研究

支援課」に改める。 

第３９条 受託研究取扱規程第１３条中の「研究支援・産学連携チーム」を「研究国際部

研究支援課」に改める。 

第４０条 受託研究員等受入規程第１５条中の「研究支援・産学連携チーム」を「研究国

際部研究支援課」に改める。 

第４１条 利益相反規程第１２条中の「人事チーム並びに府中地区及び小金井地区の各チ

ーム」を「総務部人事労務課並びに府中地区事務部及び小金井地区事務部」に、「研究支

援・産学連携チーム」を「研究国際部研究支援課」にそれぞれ改める。 

第４２条 動物実験等に関する規程第２８条第１項中の「研究支援・産学連携チーム」を



「研究国際部研究支援課」に、「府中地区総務チーム」を「府中地区事務部総務室」にそ

れぞれ改める。 

第４３条 安全衛生管理規程別表第２中の「総括本部長」を「事務局長」に、「キャンパス

整備チームリーダー（本部地区）」を「財務部施設整備課長」に、「小金井地区総務チー

ムリーダー」を「小金井地区事務部事務長」に、「府中地区総務チームリーダー」を「府

中地区事務部事務長」に、「小金井地区総務チーム副チームリーダー（大学院生物システ

ム応用科学府担当）」を「事務局長付課長（大学院生物システム応用科学府担当）」に、「学

術情報チームリーダー」を「研究国際部学術情報課長」に、「大学教育センター担当室長」

を「学務部教育企画課長」に、「研究支援・産学連携チームリーダー」を「研究国際部研

究支援課長」に、「留学交流推進チームリーダー」を「研究国際部国際交流課長」に、「学

生支援チームリーダー」を「学務部学生総合支援課長」に、「広報・社会貢献チームリー

ダー」を「総務部総務課長」に、「キャンパス整備チームリーダー」を「財務部施設整備

課長」に、「戦略企画室長」を「戦略企画課長」に、「学務チームリーダー」を「学務部

学生総合支援課長」にそれぞれ改め、「府中地区総務チームリーダー（府中地区）」及び

「小金井地区総務チームリーダー（小金井地区）」を削る。 

第４４条 放射線障害予防細則別表中の「環境安全・衛生管理チーム」を「環境安全管理

センター」に改める。 

第４５条 遺伝子組換え生物安全管理規程第１７条中の「チーム等」を「課等」に改める。 

第４６条 病原性微生物等安全管理規程を、次のとおり改める。 

 一 第１９条第２項中の「担当チーム」を「担当部署」に改める。 

 二 第２８条中の「チーム等」を「課等」に改める。 

第４７条 外来生物安全管理規程第１１条中の「チーム等」を「課等」に改める。 

第４８条 大学院農学研究院運営規則を、次のとおり改める。 

 一 第６条第２項第６号の「府中地区総務チームリーダー」を「府中地区事務部事務長」

に改める。 

二 第８条中の「府中地区総務チーム」を「府中地区事務部総務室」に改める。 

第４９条 大学院工学研究院運営規則を、次のとおり改める。 

 一 第６条第２項第４号の「小金井地区総務チームリーダー」を「小金井地区事務部事

務長」に改める。 

二 第８条中の「小金井地区総務チーム」を「小金井地区事務部総務室」に改める。 

第５０条 農学府・農学部運営規則第６条第３項第５号及び第７条第２項中の「府中地区

総務チームリーダー」を「府中地区事務部事務長」に改める。 

第５１条 大学院生物システム応用科学府運営規則第６条第３項第６号及び第７条第２項

中の「小金井地区総務チーム副チームリーダー（大学院生物システム応用科学府担当）」

を「事務局長付課長（大学院生物システム応用科学府担当）」にそれぞれ改める。 

第５２条 図書館運営規則第６条第１項第７号中の「学術情報チームリーダー」を「研究



国際部学術情報課長」に改める。 

第５３条 国際センター運営規則を、次のとおり改める。 

 一 第８条中の「留学交流推進チーム及び国際事業推進チーム」を「研究国際部国際交

流課」に改める。 

 二 第１０条第２項第１号中の「府中地区総務チームリーダー及び小金井地区総務チー

ムリーダー」を「府中地区事務部事務長及び小金井地区事務部事務長」に改める。 

 三 第１０条第２項第２号中の「研究支援・産学連携チームリーダー」を「研究国際部

研究支援課長」に改める。 

 四 第１０条第３項第１号中の「府中地区学生サポートセンターチームリーダー及び小

金井地区学生サポートセンターチームリーダー」を「府中地区事務部事務長」及び「小

金井地区事務部事務長」に改める。 

 五 第１０条第３項第２号中の「学務チームリーダー」を「学務部学生総合支援課長」

に改める。 

 六 第１４条第５項中の「総括チームリーダー（総務担当）、総括チームリーダー（学生

担当）、国際事業推進チームリーダー及び留学交流推進チームリーダー」を「学務部長、

研究国際部長及び研究国際部国際交流課長」に改める。 

 七 第２０条中の「国際事業推進チームの協力を得て、留学交流推進チームが処理する。」

を「研究国際部国際交流課が処理する。」に改める。 

第５４条 保健管理センター運営規則を、次のとおり改める。 

 一 第１０条第６号の「総括チームリーダー（総務担当）及び総括チームリーダー（学

生担当）」を「学務部長及び総務部長」に改める。 

 二 第１４条中の「学生支援チーム」を「学務部学生総合支援課」に改める。 

第５５条 総合情報メディアセンター運営規則を、次のとおり改める。 

 一 第６条第１項第６号の「総括チームリーダー（総務担当）」を「研究国際部長」に改

める。 

 二 第９条中の「学術情報チーム」を「研究国際部学術情報課」に改める。 

第５６条 科学博物館運営規則第１０条第７号中の「総括チームリーダー」を「総務部長」

に改める。 

第５７条 放射線研究室運営規則を、次のとおり改める。 

 一 第９条第１項第４号中の「府中地区総務チームリーダー」を「府中地区事務部総務

室長」に改める。 

 二 第９条第１項第５号中の「小金井地区総務チームリーダー」を「小金井地区事務部

総務室長」に改める。 

 三 第９条第２項第４号の「研究支援・産学連携チームリーダー」を「研究国際部研究

支援課長」に改める。 

 四 第１２条中の「府中地区総務チーム」を「府中地区事務部総務室」に、「小金井地区



総務チーム」を「小金井地区事務部総務室」に、「研究支援・産学連携チーム」を「研

究国際部研究支援課」にそれぞれ改める。 

第５８条 大学戦略本部要項を、次のとおり改める。 

 一 第２条第１項第７号中の「総括チームリーダー ３人」を「学務部長、研究国際部

長、総務部長及び財務部長」に改める。 

 二 第８条中の「関係チーム」を「関係部署」に、「戦略企画室」を「戦略企画課」にそ

れぞれ改める。 

 三 別表中の「学務チーム」を「学務部学生総合支援課」に、「研究支援・産学連携チー

ム」を「研究国際部研究支援課」に、「国際事業推進チーム」を「研究国際部国際交流

課」に、「学務 TL」を「学務部学生総合支援課長」に、「研究支援・産学連携 TL」を

「研究国際部研究支援課長」に、「国際事業推進 TL」を「研究国際部国際交流課長」

に、それぞれ改める。 

第５９条 女性未来育成機構の運営に関する学長裁定を、次のとおり改める。 

 一 第９条第１項第６号の「総括チームリーダー（総務担当）」を「総務部長」に改める。 

 二 第１１条中の「戦略企画室」を「戦略企画課」に改める。 

第６０条 アグロイノベーション高度人材養成センターの運営に関する学長裁定を、次の

とおり改める。 

一 第８条第１項第８号中の「総括チームリーダー(学生担当)」を「学務部長」に改める。 

二 第１０条第２項中の「各チーム」を「各部署」に改める。 

第６１条 環境リーダー育成センターの運営に関する学長裁定第８条第１項第７号の「総

括チームリーダー(学生担当)」を「学務部長」に改める。 

第６２条 イノベーション推進機構の運営に関する学長裁定を、次のとおり改める。 

 一 第７条第１項第４号の「総括チームリーダー（総務担当）」を「総務部長」に改める。 

 二 第９条中の「戦略企画室」を「戦略企画課」に改める。 

 三 第１１条第２項中の「府中地区総務チーム及び小金井地区総務チーム」を「府中地

区事務部総務室及び小金井地区事務部総務室」に改める。 

 四 別表第１中の「府中地区総務チーム」を「府中地区事務部総務室」に、「小金井地区

総務チーム」を「小金井地区事務部総務室」にそれぞれ改める。 

第６３条 テニュアトラック推進機構の運営に関する学長裁定を、次のとおり改める。 

 一 第７条第１項第４号の「総括チームリーダー（総務担当）」を「総務部長」に改める。 

 二 第９条中の「戦略企画室」を「戦略企画課」に改める。 

第６４条 創基１４０周年・同窓会創立５０周年合同記念事業実行委員会要項第７条第１

項第４号の「総括チームリーダー（総務担当）」を「総務部長」に改める。 

第６５条 公的機関からの受託事業等の資金交付前使用に係る立替に関する要項を、次の

とおり改める。 

一 第６条、第７条第１項、第７条第２項及び第１１条中の「総括チームリーダー（財



務担当）」を「財務部長」に改める。 

二 別紙様式中の「総括チームリーダー（財務担当）」を「財務部長」に改める。 

第６６条 寄附金からの一部拠出金に関する要項第７条中の「財務企画チーム及び各地区

会計チーム」を「財務部財務課及び各地区事務部会計室」に改める。 

第６７条 宿舎貸与者等選考に関する要項を、次のとおり改める。 

 一 第２条中の「所属チームリーダー」を「所属する課の長又は地区事務部事務長」に、

「副チームリーダー」を「担当課長又は事務長補佐」に、「財務企画チームリーダー」

を「財務部経理調達課長」に、「財務企画チーム」を「財務部経理調達課」にそれぞれ

改め、「（以下「企画チーム」という。）」を削る。 

 二 第３条中の「企画チーム」を「財務部経理調達課」に改める。 

 三 第５条第１項中の「企画チーム」を「財務部経理調達課」に、「財務企画チームリー

ダー」を「財務部経理調達課長」に、「人事チームリーダー」を「総務部人事労務課長」

に、「学術情報チームリーダー」を「研究国際部学術情報課長」に、「府中地区総務チ

ームリーダー」を「府中地区事務部事務長」に、「小金井地区総務チームリーダー」を

「小金井地区事務部事務長」に、「府中地区総務チーム副チームリーダー」を「府中地

区事務部事務長補佐」に、「小金井地区総務チーム副チームリーダー」を「事務局長付

課長」にそれぞれ改める。 

第６８条 危機管理基本要項を、次のとおり改める。 

 一 ２（３）中の「チーム」を「課又は室」に改める。 

 二 ４（２）《具体的対策》１）本文中の「総務チームリーダー」を「総務部総務課長」

に、「各地区総務チームリーダー」を「各地区事務部事務長」にそれぞれ改める。 

 三 ４（２）《具体的対策》１）ウ中の「広報・社会貢献チームリーダー」を「総務部総

務課広報室長」に、「総務チームリーダー」を「総務部総務課長」にそれぞれ改める。 

 四 ４（２）《具体的対策》５）中の「総務チームリーダー」を「総務部総務課長」に改

める。 

第６９条 競争的資金等の取扱いに関する要項を、次のとおり改める。 

 一 第３条第３項中の「総括チームリーダー（財務担当）」を「財務部長」に改める。 

 二 第３条第４項第２号中の「地区会計チームリーダー」を「地区事務部事務長」に改

める。 

第７０条 外部資金等受入審査要項第６条中の「関係チーム」を「関係部署」に、「研究支

援・産学連携チーム」を「研究国際部研究支援課」にそれぞれ改める。 

第７１条 学術指導受入事務取扱要項第３条第１項中の「研究支援・産学連携チームリー

ダー」を「研究国際部研究支援課長」に改める。 

第７２条 コンソーシアム等に係る受託研究等取扱要項第６条中の「研究支援・産学連携

チーム」を「研究国際部研究支援課」に改める。 

第７３条 科学技術展実施要項第９条中の「研究支援・産学連携チーム」を「研究国際部



研究支援課」に、「広報・社会貢献チーム」を「総務部総務課広報室」に、「府中地区総

務チーム、府中地区会計チーム、小金井地区総務チーム及び小金井地区会計チーム」を

「府中地区事務部総務室及び会計室並びに小金井地区事務部総務室及び会計室」にそれ

ぞれ改める。 

第７４条 研究奨学金「JIRITSU（自立）」制度実施要項第１５条中の「研究支援・産学連

携チーム」を「研究国際部研究支援課」に改める。 

第７５条 産官学連携・知的財産センター若手共同研究発展ファンド要項第４条第３項中

の「研究支援・産学連携チーム」を「研究国際部研究支援課」に改める。 

第７６条 出願補償・実施収入補償・成果有体物提供奨励研究費・調製経費に関する手続

要項第３条第６項中の「研究支援・産学連携チーム」を「研究国際部研究支援課」に改

める。 

第７７条 合宿研修施設館山荘使用要項第４条第１項及び第１２条中の「学生支援チーム」

を「学務部学生総合支援課」に改める。 

第７８条 「ACE 奨学金(Asia and Africa Clean Environment Scholarship)」実施要項第

９条中の「府中地区会計チーム、小金井地区会計チーム、府中地区学生サポートセンタ

ー、小金井地区学生サポートセンター、府中地区総務チーム、小金井地区総務チーム、

及び留学交流推進チーム」を「府中地区事務部学生支援室、総務室及び会計室並びに小

金井地区事務部学生支援室、総務室及び会計室並びに研究国際部国際交流課」に改める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 


